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2014 年 6 月の ASAF 会議における議題 

1. 2014 年 6 月 2 日、3 日にロンドンで開催される ASAF 会議における議題は以下のと

おり予定されている。 

議題 時間 

リサーチ活動 0.5 時間 

共通支配下の企業結合 1 時間 

持分法 1 時間 

保険契約 1.5 時間 

マクロヘッジ 1 時間 

概念フレームワーク  

潜在的な論点（表示及び測定） 1 時間 

アップデート（事業モデル、未履行契約を含む） 2 時間 

開示に関する取組み 1.5 時間 

プロジェクトの状況 0.5 時間 

2014 年 6 月の ASAF 会議への対応 

2. 概念フレームワークの潜在的な論点については、イギリスの財務報告評議会（FRC）

が作成したペーパーに基づき、表示及び測定に関連する潜在的な論点について議

論を行う見込みである。本委員会において審議を行う（審議事項(1)-2）。概念フ

レームワークのアップデートについては、事業モデル（審議事項(1)-3）及び未履

行契約（審議事項(1)-4）について議論を行うことが見込まれているが、これらの

議題については、資料配布のみとする。 

3. 開示に関する取組みについては、ブラジルの会計基準設定主体、EFRAG 及び FASB

から説明が行われる見込みである。このうち、EFRAG が作成したペーパーについて、

本委員会において審議を行う（審議事項(1)-5）。 

4. 持分法については、前回委員会で概要を説明したのに続き、本委員会において ASAF

会議における発言案について審議を行う（審議事項(1)-6）。 

5. マクロヘッジについては、金融商品専門委員会での検討を踏まえ、本委員会にお

いて審議を行う。（審議事項(1)-7） 

6. 共通支配下の企業結合については、リサーチ・プロジェクトの初期段階であるた
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め、本委員会では取り上げないこととする。 

7. 保険契約については、保険契約専門委員会で検討を行った結果を踏まえ、本委員

会では資料配布のみとする。（審議事項(1)参考資料） 

8. リサーチ活動及びプロジェクトの状況については、ASAF 会議においてあまり多く

の時間が割かれていないため、時間の関係上、本委員会では取り上げないことと

する。 

以 上 
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